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甲 第
/ 
号証

エンブレム札幌清田管理組合規約

ェンプレム札幌消田の各専有部分を所有する区分所有者（以下「区分所有者」という）

は、 「建物の区分所有等に関する法律」 （制定，昭和 3 7 年法律第 6 9 号、改正・昭和

5 8 年法律第 5 1 号、改正·昭和 6 3 年法律 1 0 8 号、改正•平成 1 4 年法律第 1 4 0 

以下「区分所有法Jという）に基づき、次のとおり「ニンプレム札幌消田管理組合

（以下「規約」という）を定める。

号、

規約」

第 ー 章 総 則

（目的）

第 1 条 この規約は、エンプレム札幌渚田の管理又は使用に関する車項等について定め

ることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目

的とする。

（定義）

第 2 条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、

ろによるものとする。

区分所有権

区分所有者

占有者

専有部分

共用部分

共用部分等

敷地

専用使用権

: 
匹l

五

六

七

八

それぞれ当該各号に定めるとこ

区分所有法第 2 条第 1 項の区分所有権をいう。

区分所有法第 2 条第 2 項の区分所有者をいう。

区分所有法第 6 条第 3 項の占有者をいう。

区分所有法第 2 条第 3 項の専有部分をいう。

区分所有法第 2 条第 4 項の共用部分をいう。

共用部分及び付届設備をいう。

区分所有法第 2 茸第 5 項の建物の敷地をいう。

敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他

)L 

的に使用できる権利をいう。

専用使用部分 屯用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をい

ぅ C

（規約及び総会の決議の遵守義務）

第 3 条区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決歳を誠実

に遵守しなければならない。

区分所有者は、同居する者に対して、

ならない。
2
 

この規約及び総会の決議を避守させなければ
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（対象物件の範囲）

第 4 粂 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第 1 に記載された敷地、建物及び付

民施設（以下 l対象物（生というC) とする。

（規約及び総会の決議の効力）

第 5 条 この規約及び総会の決諾は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対して

も、その効力を有する¢

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決海に基

づいて負う義務と同一の義務を負う。

（管理組合）

第 6 条 区分所有者は、第 1 条に定める目的を達成するため、区分所右者全員をもって

「エンプレム札幌消田管理組合J （以下i管理組合Jという C) を栴成する，

2 管理組合は、車務所をエンプレム札幌消EBA棟及び B 棟内に固く。

3 管理組合の業務、組織等については，第 6 活の定めるところによる。

第 2 章 屯有部分等の範囲

（専有部分の範囲）

第 7 条 対象物件のうち、区分所有権の対象となる専有部分は、店舗及び（主戸番号を付

した住戸とする。

2 前項の専有部分を、他から区分する横造物の帰屁については、次のとおりとする。

天井、床及ぴ壁は、躯体（コンクリート）部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関庶は、錠及び内部塗装部分を専有部分とするc

三 外気にふれる外窓枠及び外窓ガラスは、卓有部分に含まれないものとする。

j 3 前項の区分詳細については、附則の C住居の共／専有区分糸Ill 且il」に定める。

（共用部分の範囲）

第 8 条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第 2 に掲げるとおりとする。

第 3 章 敷地及び共用部分等の共有

（共有）

第 9 粂 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする．

（共有持分）

第 1 0 条 各区分所有者の共有持分は、別及第 4 に掲げる専有面積の割合による，
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（分割諸求及び単独処分の禁止）

第 1 I 粂 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することができない。

2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共用持分とを分離して譲渡、抵当

権の設定等の処分及び貸与をしてはならない。

第 4 章用 法

（専有部分の用途）

第 1 2 条 区分所有者は、その専有部分を次のとおり使用するものとし、他の用途に供

してはならない。

住戸部分は住戸として

二 店舗部分は店舗又は車務所として

（敷地及び共用部分等の用法）

第 'l 3 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用し

なければならない。

（バルコニー等の専用使用権）

第 1 4 条 区分所有者は、別表第 3に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠及び窓ガラス等

（以下、この条、第 2 1 条及び別表第 3 においてfパルコニー等」という。）につい

て、特定の区分所有者が同表に掲げるとおり、\けi用使用権を有することを承認する。

2 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有し

ているバルコニー等を使用することができる。

,.,. （駐車場の使用）

第 I 5 条 管理組合は、管理組合が特理する駐車場について、特足の区分所有者又は区

分所有者から専有部分の貸与を受けた者に、駐車場使用契約により使用させることが

できる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、普理組合に駐車

場使用料を納入しなければならない。

3 駐車場の使用を契約している者が管理要等を 3 ヶ月滞納した場合は、その駐車椙の

使用契約は効力を失う。

4 区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸

与したとき又は区分所有者から専有部分の貸与を受けた者が他に転出したときは、そ

の駐車場の使用契約は効力を失う，

5 前項にかかわらず、当該談渡又は貸与の相千方が同居人であるときは、当該同居人

は、当該駐車場を使用することができる。

6 駐車場を使用している者は、いかなる第三者にも護渡、転貸ししてはならない。
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（敷地及び共用部分等の第三者の使用）

第 16 条 管理組合は、敷地及び共用部分等の一部を、次に掲げる者に使用させること

ができる。

管理宰務室、管理用倉廊、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設

管理業務（マンションの管理の適T．化の推進に関する法律（以下「適正化

函というC) 第 2 条第 6 号の「管理車務」をいう。）を受託し、又は詰負

った者．

2 前項に掲げるもののほか、管理紐合は理宰会の決識を経て、敷地及び共用部分等（専

用使用部分を除く）の一部について、第三者に使用させることができるc

l. 

（専有部分の修繕等）

第 I 7 条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定者する

物件の敗付け若しくは取替え（以下「修繕等」というC) を行おうとするときは、予

め理宰長（第 3 5 条に定める理車長をいう。以ド同じC) にその旨を申請し、吉面に

よる承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様菩及び工程表を添付した申諸菩

を、理宰長に提出しなければならない。

3 理串長は、第 1 項の規定による申諸について承認しようとするときは、理宰会（第

5 2 条に定める「理宰会」をいう。以下同じ.)の決器を経なければならない。

4 第．1 項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分9)

修繕等に係る共用部分のエ車を行なうことができる。

5 理宰長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等·?)

箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は

正当な理由がなければこれを拒否してはならない。) 

（使用細則等）

第 I 8 粂 対象物件の使用については、別に、使用細則等を定めるものとする。

（専有部分の貸与）

第 I 9 粂 区分所有者は、その専有部分を第＝．者に貸与する場合は、この規約、使用細

則笠及び総会の決策を第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約に、この規約、使用細月ll

等及び総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、当該区分所有者及び契約ク）

相手方はその旨の誓約筈を管理組合に提出しなければならない。

3 第 1 項の場合、その第三者に違反行為があったときは、それによって生ずる損害賠

侶及び紛争等の処理は、すぺてその区分所有者が負うものとする。
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第 5 章管 理

第 1 節総 則

（区分所有者の責務及び暴力団等の排除責任）

第20 条 区分所有者は、対象物件についてその価値及び機能の維持増進を図るため、

常に適正な管理を行うよう努めなければならない

2 前項にいう管理の実行を充実させるため、区分所有者は、その専有部分を装渡又は

貸与するときは、共同生活戻接が侵害される恐れがある者及び暴力団措成員、組識等

に譲渡又は貸与してはならない．

3 区分所有者が、その専有部分を第三者に貸与する場合、当該第三者が次のいずれか

に該当したときは、何らの催告を要せずに賃貨借契約は解除となり、当該物件を明渡

さなければならない旨を明記した「賃貸借契約菩jを取り交わし、管理組合に届出を
) 

しなければならない。

一 暴力団梧成員であることが判明したとき。

二 当該物件内に暴力団梢成員を居住させ、又はこれらの者を維続して出入りさせ

たとき。

三 対象物件内に、緑力団の組織、名称、活動等に関する希板、名札、写頁、絵画、

提灯、代紋その他これに類する物件を褐示若しくは搬入したとき。

四 暴力団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動をして、他の入居者に不安感・不快

感を与えたとき。

4 前項の規定を遵守しないことによって他の迷惑又は損害を与えたときは、区分所有

者はこの排除と賠信の黄を負うものとする。

（敷地及び共用部分等の管理）

第 2 1 粂 敷地及び共用部分等の管埋については、管理組合が、その育任と負担におい

て、これを行うものとする。

但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権

を有する者がその黄任と負担において、これを行わなければならない¢

2 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部

分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる¢

（窓ガラス等の改良）

第 2 2 条 共用部分のうち、各住戸に付屈する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部

に係るエ宰であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものにつ

いては、管理組合がその要任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものと

する。

2 管理組合は、前項のエ平を速やかに実施できない場合には、当該工宇を各区分所有

者の実任と負担において実施することについて別に定めるものとする。
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（必用箇所への立入り）

第 2 3 条 前 2 条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他

の者が管理する専有部分、又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

前項により立入りを諸求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなら2
 

3
 

4
 

なV ヽ0

前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害

を賠使しなければならない．

立入りをした者は、速やかに立入；）をした箇所を原状に復さなければならないe

（損害保険）

第 2 4 条 区分所有者は、共有部分に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契

約を締結することを承認するc

理宰長は、前項の契約に基づく保険金額の諸求及び受領について、

理する，

管理組合は、前項により受領した保険金を、挙故により損害を生じた共用部分等の修

復に要する英用に充当するものとする。

2
 

区分所有者を代

3
 

第

（管理貴等並びに先取特権）

第 2 5 粂 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経裂に充てるため、次0)

袋用（以下「管瑚裟等Jという。）を普理組合に納入しなければならないc

管理黄

修繕稜立金

使用料

悌帯党話基地局収入分担金

この携帯竜話基地局収入は組合員全員に帰底するものであるが、改めて施設

維持の要用として収入同額を管理組合に納入するものとする。

前項の管理費等の額は、別表第 4 に批げる額とする。なお、管理袋及び修繕稜立金

は、各区分所有者の共有持分に応じて第出するものとする。

水道料については、札幌市(})算出基準にもとづいて箆出するものとする，

管理組合は、区分所有者が管理喪等の支払を 3 ヶ月以上怠ったときは、当該区分所

有者から専有部分の貸与を受けた者に対し、管理費等を請求することができる．

区分所有者は、その専有部分の貸与を受けた者が、第 1 項第 3 号の使用料を滞納し

た場合、管理組合に対してその支払百任を負うものとするc

6 菅理費等の改定は、共用部分の管理に関する車項とし、第 4 8 条第 3 項に定める議

決方法により決定する。

2
 
節 費用 の 負担

: 
ー
、
、 四

2
 

3
 
4
 

5
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l、
,
管理組合は、管理費等のI黄権又は規約若しくは総会の決諾に基づ＜i貞権について、

｛肖務者の区分所有権及び建物に備付けた動産の上に「先取特権Jを有する。

（承継人に対する債権の行使）

第 2 6 条 前粂第 7項に規定する偕権は、借務者たる区分所有者の特定承継人（売黄等

により区分所有権を取得した人。）及び包括承継人（相続人又は財産管理人。）に対

しても行うことができる。

（管理費）

第 2 7 条 管理巽は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経要に充当する。

管理員人件要

公租公課

共用設備の保守維持我及び運転要

備品裳、通信要その他の宇務要

共用部分等に係る火災保険科その他の損害保険料

経常的な補修要

消掃費、i肖森黄及びごみ処理黄

委託業務要

専門知識を有する者の活用に要する菩用

地域コミュニティにも配慾した居住者間の::::zミュニティ形成に要する喪用

脊理組合の運営に委する袋用

その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

: 
匹l

五

六

七

八

九

十

十一

十二

) （修繕積立金）

第 2 8 条 管理組合は、各区分所有者が納入する修紹苗立金を積み立てるものとし、栢

み立てた修結栢立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経吾に充当する場合に

限って取り崩すことができる．

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

不測の孝故その他特別の車由により必嬰となる修絡

敷地及び共用部分等の変更

建物の建替えに係る合意形成に必要となる車項の調査

その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために、特

別に必要となる修緒

前項にかかわらず、区分所有法第 6 2 条第 1 項の建替え決海（以下「建替え決議j

という。）、又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンション

の建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において lFl滑化法」という e) 第 9 条

のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法節 4

: 
四

五

2
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5 条のマンション建替写業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設
計等に必要がある場合には、その経栽に充てるため管理組合は、修箱積立金から管理
組合の消滅時に、建替え不参加者に帰届する修繕拮立金相当額を除いた金額を限度と

して、修繕栢立金を取崩すことができる。

3 第 1 項の修捲稜立金は、第 l 0 条に規定された共有持分比率により算出され、総会

において決議された額とする。

4 第 1 項の修紹拮立金の管理は、理写長がこの任にあたる。

5 管理組合は、第 1 項各号の経裳に充てるため借入をしたときは、修繕積立金をもっ

て、その1頁還に充てることができる。

6 修繕預立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

（使用料）

第 29 条 使用料とは、共用の敷地及び共用部分等の使用に（半う使用料、すなわち駐車
場使用料・駐輪場使用料及び共月の設備を通じて各戸に供給している水道使用料等で

規約の定めにより、有料とされているものをいう。

2 区分所有者及び占有者は、第 2 5 条第 1 項の規定により、使用料を竹理組合に納入

しなければならない。

3 第 1 項の使用料のうち、水道使用料については、特別経理によりその収支を明確に

しなければならない。

4 駐車場使用料、駐輪場使用料及びその他敷地又は共用部分にかかわる使用料は、第

2 7 粂0)脊理登に充当するものこするc

ヽ

,‘, 第 6 章管理組合

第 節組 合 員

（組合員の資格）

第 3 0 条 組合員の沓格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなっ

たときに喪失する。

（届出義務）

第 3 1 条 新たに組合員の要格を取得し又は喪失した者ぱ、直ちにその旨を苦面により

舒理組合に届け出なければならない，

第二節 管理組合の業務

（業務）

第 3 2 条 管理組合は、次の各号；こ掲げる業務を行う
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ー 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第 4 9 条において「結

合管理部分」という,)の保安、保全、保守、渚掃、消森及ぴごみ処理

一 組合管理部分の修繕

ー 長期修括計画の作成又は変更に関する業務

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる宰項の認査に関する業務

五 適正化法第 1 0 3 条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計固吉の

管理

六 修紹等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

八 区分所有者が管理する内用使用部分について、管理組合が行うことが適当であ

ると認められる菅理行為

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営

+ 修結栢寸金の運用

十一 官公署、町内会等との渉外業務

十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

十三 防災（自主防災含む。）に関する業務

十四 広報及び連絡業務

十万 地J或コミュニティにも配愈した居住者間のコミニニティ形成

十六 管理組合の消滅時における残余財産の消舞

l七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な（主衷境を確保するために必要な業

務

（業務の委託等）

第 3 3 粂 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適

正化法第 2 条第 8 号の「マンション管理業者！をいうC) 等第三者に委託し、又は諸

け負わせて執行することができる。

（専門的知識を有する者の活用）

第 3 4 粂 管理組合は、マンション管理士（適正化法第 2条第 5 号の「マンション管理

士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、

管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指尊その他の援

助を求めたりすることができる。

第 3 節役員

（役員）

第 3 5 粂 管埋組合に、次の役員を器く。

理事長 1 名

二副理手長 1 名

-9-



ー 会計担当理車 1 名

四 理 車（理亭長、副理宰長、会計担当理車を含む。以下同じ.) 6 名

可．監率 1 名

2 理車及び監宰は、組合員又は組合員の委任を受けた—•親等の成人の内から総会で選

任する。尚役員のなり手がいない塩合には、総会で外部役員を選任する。
3 役員の選任は自選・推勝の他、不足人数を補うため輪番制も取り入れ、各階ごとの

区分所有者に依穎する。

4 理寺長、副理車長及び会計担当理宰は、理宰の互選により選任する。

（役員の任期）

第 3 6 粂 役員の任期は 2年とする。但し、再任を妨げない．

\ 
2 役員に欠貝が生じたときは、理卓会で補充するものとし、その役員の任期は、前任

者の残任期間とするc

3 任期の高了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引

き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。

（役員の辞任）

第 3 7 条 役員が辞任するときは、理車会の承認を得なければならない。

2 組合員は、総会の決議により役員を解任することができる。

} 

（役員の誠実義務等）

第 38 条 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理宰会の決議に従い、組

合員のため、誠実にその職務を遂行するものとするc

2 役員は、次に定めるとこるにより、役貝としての活動に応じた必要経吾の支払を受

けることができる。

役員報醒（定期理挙会出席役員に対して）

理宇長 10,000 円／月

副理宰長 7,000 円／月

会計担当理専 7,000 円／月

理苺 5,000 円／月

監宇 5,000 円／月

二 役員、又は理亨会の認める者が、管理組合運営に関する作業を行った場合は、

活動娑として、 1,000 円／時間相当の支払を受けることができる。

（理享長）

第 3 9 条 理要長は、管理組合を代表し、その業務を縦括するほか、次の各号に掲げる

業務を遂行する。

-10-



規約、使用細則等又は総会若しくは理串会の決議により、理串長の戟務として

定められた宰項

二 理車会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること

2 理宰長は、区分所有法に定める管理者とする．

3 理宇長は、通常総会において組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の

執行に関する報告をしなければならない。

4 理車長は、理事会の承認を受けて、他の理車に、その職務の一·部を委任することが

できる，

（副理宰長）

第 4 0 条 副理宰長は、理宰長を補佐し、理苺長に写故があるときは、その職務を代理

し、理孝長が欠けたときは、その職務を行う e

（理宰）

第4 1 条 理字は、理宰会を措成し、理孝会の定めるところに従い、管理組合の業務を

担当する。

2 会計担当理手は、管理娑等の収納、保管、進用、文・出等の会計業務を行うe

（監宰）

第 4 2 条 監車は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総全に

報告しなければならない．

2 監手は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは

臨時総会を招集することができる。

3 監車は、理車会に出席して意見を述べることができる．

第 4 節総 会

（総会）

第 4 3 条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。

2 総会は、通常総会及ぴ臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理宰長は、通常総会を毎年 1 回、新会計年度開始以後 3 ヶ月以内に招集しなければ

ならない。

4 理宰長は、必要と認める場合には、理車会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集

することができる。

5 総会の漆長は、理宰長が務めるc

（招集手続）

第 4 4 条 総会を招集するには、少なくても会議を開く日の 2 週間前（会琺の目的が建

替え決諾であるときは 2ヶ月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合・
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員に通知を発しなければならない，
2 前項の通知は、管理組合に対し組合負が届出をした宛先に発するものとする。
但し、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛てに発す

るものとする。

3 第J項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対し

ては、その内容を所定の掲示場所に揉示することをもって、これに代えることができ

る。

4 第 1 項の通知をする場合において、会議の目的が第 4 8 条第 3 項第 1 号、第 2 号若
しくは第 4 号に掲げる写項の決器又は建秤え決語であるときは、その語案の要領をも

通知しなければならない。

5 会話の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の串項

を通知しなければならない。

ー 建替えを必要とする理由

二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建
物が通常有すぺき効用の確保を含む。）をするのに要する委用の額及びその内訳

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき修継措立金として積み立てられている金額

6 建替え決雖を目的とする総会を招集する垢合、少なくとも会議を開く日の l ヶ月前
までに、当該招集の際に通知すぺき宰項について、組合員に対し説明を行うための説

明会を開佃しなければならない。

7 第 4 6 粂第 2 項の場合には、第 1 項の通知を発した後、遅滞なくその通知の内容を

所定の掲示沿所に掲示しなければならない

8 第 1 項（会議の目的が、建替え決謡であることを除く，）にかかわらず、緊急を要
する場合には、理宰長は、理苺会の承認を得て、 5 日間を下回らない範囲において、

第 1 項の期間を短縮することができる。

（組合員の総会招集権）

第 4 5 粂 組合貝が、組合員総数の 5 分の 1 以上及び第 4 7 粂第 1 項に定める議決権総
数の 5 分の 1 以上に当たる組合員の同意を得て、会謗0) 目的を示して総会の招集を諸
求した場合には、理要長は、 2週間以内にその請求のあった日から 4週間以内の日（会
議の目的が建替え決議であるときは、 2 ヶ月と 2 週間以内の日）を会日とする臨時総
会の招集の通知を発しなければならない。
2 理叩長が前項の通知を発しない場合には、前項の諸求をした組合貝は、臨時総会を

招集することができる。

3 前 2項により招集された臨時総会においては、第 4 3 条第 5 項にかかわらず、議長
は、総会に出席した組合員（苦面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）

の歳決権の過半数をもって、祈且合員の中から選任する。
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（出席資格）

第 4 6 条 組合員のほか、理車会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、対象物件の

使用方法に関し利宮関係を有する場合には、総会に出席して意見を述ぺることができ

る。

この場合において、総会に出席して意見を述ぺようとする者は、あらかじめ理車長に

その旨を通知しなければならない。

（議決権）

第4 7 条 組合員は、その所有する住戸部分 1 戸につき各 1 個の諮決権を有する。

2 （主戸 1 戸が、数人の共有に屁する場合、これら共有者をあわせて一の組合艮とみな

す。

3 前項により、一の結合員とみなされる者は、議決権を行使する者 1 名を選任し、そ

の者の氏名をあらかじめ総会開会までに、理車長に届け出なければならない。

4 組合員は、菩面又は代理人によって漆決権を行使することができる3

5 組合員が、代理人により哉決権を行使しようとする湯合において、その代理人は、

その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員

若しくはその組合員と同居する者でなければならない。

6 代理人は、代理権を証する菩面を理苺長に提出しなければならない。

ー

（総会の会議及び議事）

第 4 8 条 総会の会語は、前条第 1 項に定める漆決権総数の半数以上を有する組合員が

出席しなければならない。

2 総会の謡車は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる宰項に閲する総会の議宰は、前項に拘わらず、組合員総数の 4分

の 3 以上及び議決権総数の 4分の 3 以上で決する。

規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

一 敷地及び共用部分等の変更（その形状、又は効用の著しい変更を伴わないもの

を除く。）

ー 区分所有法第 5 8 条第 1 項（専有部分の使用禁止の請求）、第 5 9 条第 1 項（区

分所有権の競売の語求）、又は第 6 0 条第 1 項（占有者に対する引渡し請求）の

訴えの提起

四 建物の価格の 2 分の 1 を超える部分が滅失した楊合の滅失した共用部分の復 l日

万 区分所有法第 4 7 条第 l 項による管理組合の法人化

六 その他総会において、本項の方法により決議することとした車項

4 建替えの決策は、第 2項にかかわらず、租合員総数の 5 分の 4以上及び諦決権総数

の 5 分の 4 以上で行う。
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5 前各項の場合において、菩面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合

員とみなす。

6 第 3 項第 1 号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の
影袋を及ぽすときは、その承諾を得なければならない3 この場合において、その組合

員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第 3 項第 2 号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専有使用部分
の使用に、特別の影響を及ぽすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用
使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合
においてその組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第 3 項第 3 号に掲げる苺項の決諾を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に

対し弁明する機会を与えなければならない。

9 総会においては、第 4 4 条第 1 項により、あらかじめ通知した写項についてのみ、

決議することができる．

ー

（議決享項）

第 4 9 条 次の各号に褐げる苺項については、総会の決議を経なければならない，

収支決算及び挙業報告

ー 収支予算及び串業計画

_ 管理裳等及び使用料の額並びに賦諜徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

五 長期修括計画の作成又は変更

六 第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の惜

入れ及び修繕桔立金の取崩し。

七 第 28 条第 2項に定める建物の建替えに係る計画、又は設計等の経晋のための

修紺程立金の 1切崩し

八 修諾稜立金の保管及び運用方法

九 第 2 1 粂第 2 項に定める管理の実施
+ 区分所有法第 57 条第 2 項及び前粂第 3 項第 3 号の訴えの提起並びにこれらの

訴えを提起すぺき者の選任

十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復 l日

十二 区分所有法第 6 2 条第 1 項（建替え決議）の塩合の建替え

十三 役員の選任及び解任並びに役員活動我の額及び支払方法

十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結

十五． その他管理組合の業務に関する直要車項

（議享録の作成及び保管）

第 5 0 条 総会の議平こついては、諾長は、議孝録を作成しなければならない，
2 議宰録には、諮車の経過の要領及びその結果を記載し、謡長及び諾長の指名する 2
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名の総会に出席した組合員が、これに岩名押印しなければならない。

3 理再長は識串録を保管し、組合員又は利害関係人の筈而による諸求があったときは、

浩事録の閲度をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、

場所等を指定できる。

4 理茅長は、所定の掲示場所に、議ま録の保秤場所を掲示しなければならない

F
 

t
 TT'
J
 

（菩面による決議）

第 5 1 条 規約により、総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾が

あるときは、菩面による決議をすることができる。

2 規約により、総会において決哉すべきものとされた写項については、組合員全貝の

菩面による合意があったときは、菩面による決議があったものとみなす。

3 規約により、総会において決議すべきものとされた写項についての菩面による決議

は、総会の決鏃と同一の効力を有する，

4 前粂第 3項及び第 4項の規定は、菩而による決議に係る菩面について準用する。

5 総会に関する規定は、害面による決謗について準用する。

第 5 節 理 事 会

（理亭会）

第 52 条 理車会は、理車をもって梧成する。

2 理宰会の議長は、理車長が務めるe

（招集）

第 5 3 条 理宰会は、理要長が招集する。

2 理孝が 2 分の 1 以上の理宰の同意を得て、理宰会の招集を諸求した湯合には、理串

長は速やかに理車会を招集しなければならない。

3 理苺会の招集手続については、第 4 4 条（建替え決緩を会議の目的とする場合の第

1 項及び第 4 項から第 7 項までを除く。）の規定を準用する。

但し、理苺会において別段の定めをすることができる。

（理亭会の会議及び譜亭）

第 54 条 理車会の会謡は、出席理車の過半数で決する。

2 議宰録については、第 5 0 条（第 4項を除く。）の規定を準用する．

但し、第 50粂第 2項中「総会に出席した組合貝Jとあるのは「理車会に出席した

理車Jと読み替えるものとする。

（議決享項）

第 5 5 粂 理車会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる享項を決諾

する。
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収支決舞案、車業報告案、収支予第案及び寺業計画案

— 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
ー 長期修紹計画の作成又は変更に関する案

四 その他の総会提出議案

五 第 1 7 条に定める承認又は不承認

六 第 6 7 条に定める勧告又は指示等

七 総会から付託された宰項

‘,~ 

（専門委員会の設置）

第 56 粂 理車会は、その黄任と権限の範囲内において、専門委員会を設固し、特定の

課題を調査又は検討させることができるc

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理車会に具申する。

第 7 章 会 計
（会計年度）

第 57 条 管理組合の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 3 1 日までとする。

（管理組合の収入及び支出）

第 58 条 管理組合の会計における収入は、第25 条に定める悴理袈等によるものとし

その支出は、第 2 7 条から第 2 9 条に定めるところにより諸娑用に充当する，

（収支予算の作成及び変更）

第 5 9 条 理宰長は、毎会計年度の収支予第案を通常総会に提出し、その承認を得なけ
ればならない3

2 収支予第を変更しようとするときは、理宰長は、その案を臨時総会に提出し、その

承認を得なければならない◇

（会計報告）

第 6 0 条 理亨長は、毎会計年度の収支決彿案を幣車の会計監査を経て、通常総会に報

告しその承認を得なければならない。

（管理要等の徴収）

第 6 1 条 管理組合は、第 25 条に定める管理要等について、組合員が各自開設する預

金口座から自動振替の方法により第 6 3 条に定める口座に受け入れることとし、当月

分は前月末 H までに一括して徴収するc

但し、臨時に要する吾用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
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2 組合員が、前項の期日までに納付すぺき金額を納付しない場合には、管理組合は、

その未払金額について、年利］ 8%の遅延損害金と、違約金としての弁誰士掛用並び

に督（足及び徴収の諸裟用を加第して、その組合員に対して諸求することができる。

3 理写長は、未納の管理袈等及び使用料の請求に関して、理車会の決諾により、管理

組合を代表して、訴訟その他法的措器を迫行することができる。

4 第 2 項に基づき諮求した遅延損害金、弁護士登用並びに督促及び徴収の諸贅用に相

当する収納金は、第 27 条に定める費用に充当する。

5 俎合員は、納付した管理登等及び使用料について、その返遠諸求又は分割請求をす

ることができない。. 
-* 

) 

• 

（管理費等の過不足）

第 6 2 粂 収支決第の結果、管理要に余剰を生じた場合には、その余剰金は翌年度にお

ける脊理記こ充当する。

2 管理娑等に不足を生じた場合には、管理組合は結合員に対して第 25 条第 2 項に定

める管理要等のfi担割合により、その都度必要な金額の衣担を求めることができる。

（預金口座の開設）

第 6 3 条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の銀行預金口座を開設する

ものとする。

（借入れ）

第 6 4 条 管理組合は、第 2 8 条第 1 項に定める業務を行うため、必要な範囲内におい

て、借入れをすることができる．

) （帳票類の作成、保管）
第 6 5 条 理苺長は、会計帳痔、什器備品台帳、組合員名舘及びその他の帳粟類を作成

して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した害面による詫求があったときは、

これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、

場所等を指定することができる。

（消滅時の財産の消算）

第 6 6 条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第 1 ()粂に定める各区

分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて、各区分所有者に掃民するものとするc

第 8 茸雑 則

（義務違反者に対する措置）

第 6 7 条 区分所有者又ぱ占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使
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員
―

用に関し、区分所有者の共同0)利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそ

れがある垢合には、区分所有法第 57条から第 6 ()粂までの規定に基づき、必要な措

匿をとることができる。

,~ 

（理享長の勧告及び指示等）

第 68 条 区分所有者若しくはその同居人又は袋与を受けた者若しくはその同居人（以

ト．、 「区分所有者等」という0) が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又

は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、 （不特定多数の者

を宿泊、滞在させる民泊を含む）拝宰長は、理車会の決議を経てその区分所有者等に

対し、その是正筈のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の袋与を受けた者若しくはそ

の同居人が前項の行為を行った場合には、その是正芍のため、必要な措鹿を諸じなけ

ればならない

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若

しくは区分所打者等以外の第三者が、敷地及び共用部分等において不法行為を行った

ときは、理孝長は、理車会の決議を経て、次の措器を講ずることができる。

行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措匿の諸求に関し、管理組合

を代表して、訴訟その他法的措酒を追行すること¢

—• 敷地及び共用部分等について生じた損害賠侯令又は不当利得による返遠金の請

求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、

その他法的措器をとること。

4 前項の訴えを提起する場合、理苺長は、諸求の相手方に対し、速約金としての弁設

士袈用及び差止め等の諸揆用を諸求することができる．

" 前項に基づき諸求した弁護士要用及び差止め等の諸晋用に相当する収納金は、第 2

7 条：こ定める砦用に充当する。

6 理車長は、第 3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったと

きは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない，この蝙合には、第

4 4 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用するe

（合意管轄裁判所）

第 6 9 条 この規約に関する舒理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を

管轄するf札幌地方（衛易）裁判所」をもって、第一審管轄裁判所とするc

（市及び近隣住民との協定の遵守）

第 7 0 条 区分所有者は、管理組合が札幌市又は近隣住民と締結した協定について、こ

れを誠如：：：遥守しなければならない。
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) 

（規約外苺項）

第 7 1 条 規約及び使用細則等に定めのない車項については、区分所有法その他の法令

に定めるところによる，

2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない宰項については、総会の決謗に

より定める。

（規約原本等）

第 7 2 条 区分所有者は、本規約を改定した年度における管理組合役員全員の記名押印

した規約 1 通を「規約原本」とすることを承認する。

2 規約原本は、理車長が保管し、区分所有者又は利害闊係人の害面による請求があっ

たときは、規約原本の閲度をさせなければならない。

3 規約が、規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、その内容が、

規約原本及び規約変更を決議した総会の議宰録の内容と相違ないことを記戟し、著名

押印した上で、この音而を保管するc

4 区分所有者又は利客関係人の菩面による請求があったときは、理亨長は、規約原本、

規約変更を決議した総会の諮宰録、及び現に有効な規約の内容を記載した吾面（以下

「規約原本等jという。）の閲覧をさせなければならない。

5 第 2 項及び前項の場合において、理宰長は、閲度につき、相当の日時、塩所等を指

定することができる。

6 理車長は、所定の褐示垢所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。
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附則

) 

（規約の発効）

第 1 条 この規約は、 2022 （令和 4) 年 11 月 17 日から効力を発する。

2 この規約の制迫及び改正賤歴。

•制定 1990 （平成 2) 年月日

・改正 1998 （平成 10) 年 6 月 2 i日

・改 正 2004 （平成 16) 年 6 月 27 日第 4 号議案「国交省標準規約Jに基づき管理組合規約の全而改正

第 5 号海案役員報酬の改訂

・改 iE 2005 （平成 17) 年 5 月 29 日第 4 号誨案役員報醒低減改定

第 5 号議案駐車場使用料の改定

第 8 号落案規約等の部分改定

・改 正 2006 （平成 l8) 年 5 月 28 口第 3 号議案修括栢立金の改定

・改 正 2007 （平成 19) 年 5 月 27 日第 4 号海案役員報醜及び活動者の改定

第 5 号議案理車会成立粂件の改定

第 6 号哉案ペット飼育管理規則の改定

・改 正 201l （平成 23) 年 5 月 29 B 第 3 号添案住居の共／占有部分区分細則の制定

・改 正 2013 （平成 25) 年 5 月 26 13 第 4 易議案修緒拮立金の改定

第 5 号諾案役員報酬の改定

第 6 号議案役貝活動蓑の改定

・改 正 2017 （平成 29) 年 5 月 28 日第 2 号議案管理規約一部改訂第 35, 54. 68 条

・改正 2018 （平成 30) 年 5 月 27 日第 2 号議案符理規約一郎改定第 25 条

・改 正 2019 （令和元）年 5 月 26 日第 4 号漉案管理袋等及び修緩積立金金額の改定

・改 正 2021 （令和 3) 年 5 月 30 日第 2 号謗案駐車場使用規則の改定

・改 正 2022 （令和 4) 年 5 月 28 1:1第 3 号議案ベット飼育管理規則の改定

第 5 号謗案修繕稜立金の改定

J
 

（管理組合の成立）

管理組合は、 1990 （平成 2) 年 月 日に成立されたものとする。
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別表第1 対象物件の表示

物件名 エンブレム札幌消田

敷地

所在地札幌市消田区消田 2 条 3 丁目 7 番地 2 6 号・ 2 7 号

面苗 3, 623. 24 対

利権関係 区分所有者全員による共有

建物

柄造物 (A棟）鉄骨鉄筋::zンクリート造 地上 10 階建 住居 36 戸・店舗 I．戸

(B 棟）鉄骨鉄筋コンクリート造地上 11 階建住居43 戸

建築面積 l, 065. 47rrl 

建築延面稜 7, 233 99 対

専有部分延床面栢 5, 361. 92rrf 

付属施設

給排水施設・駐車場・植栽物等建物に直接付屈しない施設

別表第2 共有部分の範囲

1. (a) 建物の基礎・外黙・椀界壁・床スラプ・配管ピット•その他専有部分に屁さ

ない構造物

2. (b) 廊下・内部階段・屋ト・バルコニー・エントランスホール・ゴ・ミステーショ

ン・花撰•その他専有部分に屈さない建物の部分

3. A 棟管理貝室・集会室• B棟管理員室

... 、

別表第3 バルコニー等の専用使用権

1.専用使用部分バルコニー・玄関扉・窓枠・窓ガラス

2 位匿 各占有部分に接する部分

3 用法 通常の用法とする

4. 使用期間 区分所有権在続中

5. ill-用使用権者当該専有部分の区分所有者

6. 条件 無倍
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別表第 4 管理費・修繕積立金一覧 （単位：円／月）

) 

, ー

部屋番号 再有面積笞理費積守金 ＾ロ⇒CT9 部屋番号専有面積管理労積立金 合計

A 棟店舗 223.69 39,400 19,200 58,600 B棟 101 65.16 11,500 5,600 17,100 

B棟 103 65.)6 11,500 5,600 17,100 

B棟 l05 6392 11,200 る，400 16,600 

A棟 201 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 201 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 202 65.97 11,600 5,600 17,200 B棟 202 65.97 11,600 5,600 17,200 

A棟 203 65.16 11,500 5,600 17,100 B 棟 203 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 205 63.92 11.200 5,400 16,600 B棟 205 63.92 11,200 5,400 16,600 

A棟 301 6516 ll,500 5,600 17,100 B棟 301 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 302 65.97 11,600 5,600 17,200 B棟 302 65 97 11,600 5,600 17,200 

A棟 303 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 303 65.16 11,500 5,600 l7,100 

A棟 305 63.92 11,200 5,400 16,600 B棟 305 63.92 11,200 5,400 16,600 

A棟 401 65.16 ll,500 5,600 17,100 B棟 401 65.16 11,500 5,600 17,100 

A椋 402 65.97 J 1,600 5,600 17,200 B棟 402 65.97 11,600 5,600 17,200 

A 棟 403 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 403 65.16 11,500 5.600 17,100 

A棟 405 6392 11,200 5,400 16,600 B棟 405 63.92 11.200 5,400 16,600 

A棟 501 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 501 65.16 l.l,500 5,600 17,100 

A棟 502 65.97 11,600 5,600 17,200 B棟 502 65.97 11,600 5,600 17,200 

A 棟 503 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 503 6516 ll,500 5,600 )7,100 

A棟 505 6392 ll,200 5,400 16,600 B棟 505 63.92 11,200 5,400 16,600 

A棟 601 65.16 ll.,500 5,600 17,100 B棟 601 65.16 11,500 5,600 l7,100 

A棟 602 65.97 11,600 5,600 17,200 B棟 602 65.97 11,600 5,600 17,200 

A棟 603 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 603 65.16 11,500 5,600 17,lOO 

A棟 605 63.92 ll,200 5,400 16,600 B棟 605 63.92 ll,200 5,400 16,600 

A棟 701 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 701 65.16 11,500 5,600 L7,100 

A棟 702 65.97 11,600 5,600 17,ZOO B棟 702 65.97 11,fiOO 5,600 17,200 

A 棟 703 65.16 11,500 5,600 17,100 B 椋 703 65.16 ll,500 5,600 17,100 

A棟 705 63.92 11,200 5400 16,600 B椋 705 63.92 11,200 5,400 16,600 

A棟 801 65.16 ll,500 5,600 17,100 B棟 801 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 802 65.97 l 1,600 5,600 17,200 B棟 802 65.97 11,600 5,600 17,200 

A棟 803 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 803 6516 11,500 5,600 17,lOO 

A棟 805 63.92 11,200 5,400 16,600 B棟 805 63.92 11,200 5,400 16,600 

A棟 901 65.16 11,500 5,600 17,100 B 棟 901 65.16 ll,500 5,600 17,JOO 

A 棟 902 65.97 11,600 5,600 17,200 B棟 902 65.97 l l,600 5,600 17,200 

A棟 903 65.16 11,500 5,600 げ， 100 B棟 903 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 905 63.92 11,200 5,400 16,600 B棟 905 63.92 11,200 5,,100 16,600 

A棟 100) 65.16 11,500 5,600 17,100 B棟 1001 65.16 ll,500 5,600 17,100 

A棟 1002 65.97 11,600 5,600 17,200 B 棟 1002 65.97 11,600 5,600 17,200 

A 棟J.003 65. 16 ll,500 5,600 17,100 B棟 1003 65.16 11,500 5,600 17,100 

A棟 1005 63.92 1 l,200 5,400 16,600 B棟 1005 63.92 11,200 5,4()0 16,600 

B 棟 1101 65.16 11,500 5,600 17,100 

B棟 1102 65.97 11,600 5,600 17,200 

B棟 1103 65.16 ll,500 5,600 17,100 

B 棟 1105 63 92 11,200 5,400 16,600 

A様Jヽ計 2,565.58 463,100 219,000 682,100 B棟小計 2,796.34 492,200 238,600 730,800 

印毎合計 5,36 1.92 955,300 '157,600 1,412,900 
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